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第
６
次
松
前
町
行
政
改
革
大
綱

松
前
町
の
財
政
状
況
は
、
集
中
的
な
行
政

改
革
に
よ
り
収
支
の
改
善
が
図
れ
、
歳
入
で

は
大
型
商
業
施
設
の
立
地
及
び
東
レ
�
の
工

場
増
設
に
伴
う
固
定
資
産
税
の
増
収
な
ど
明

る
い
材
料
が
あ
る
も
の
の
、
住
民
税
収
入
の

減
少
が
続
い
て
お
り
、
歳
出
で
は
扶
助
費
や

特
別
会
計
へ
の
繰
出
金
の
増
加
な
ど
が
財
政

を
圧
迫
し
、
依
然
、
厳
し
い
財
政
状
況
で
す
。

そ
の
た
め
、
更
に
行
政
改
革
を
推
進
し
、

新
た
な
行
政
課
題
や
社
会
経
済
情
勢
の
変
化

に
的
確
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、「
飛
躍
」
に

向
け
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

１

大
綱
の
基
本
方
針
と
基
本
理
念

第
６
次
行
政
改
革
大
綱
の
基
本
方
針
及
び

基
本
理
念
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

○

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
方
針
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○

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念
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○

行
政
改
革
の
基
本
理
念
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�

改
革
の
基
本
方
針

松
前
町
の
現
状
と
課
題
を
踏
ま
え
、
改

革
の
全
て
に
共
通
す
る
「
改
革
の
基
本
方

針
」
を
次
の
と
お
り
定
め
、
住
民
ニ
ー
ズ

に
対
応
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
と
健
全
な

財
政
運
営
の
両
立
を
め
ざ
し
ま
す
。

�

住
民
の
理
解
と
民
間
資
源
の
活
用
を

基
本
に
改
革
す
る
。

�

聖
域
な
く
改
革
す
る
。

�

ゼ
ロ
ベ
ー
ス
で
改
革
す
る
。

�

公
正
の
確
保
を
基
本
に
改
革
す
る
。

�

最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
挙
げ

る
よ
う
に
改
革
す
る
。

�

個
別
の
見
直
し
基
準

「
改
革
の
基
本
方
針
」
を
踏
ま
え
、
事
務

事
業
を
見
直
す
た
め
の
「
個
別
の
見
直
し

基
準
」
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
行
政
改
革

に
取
り
組
み
ま
す
。

�

松
前
町
補
助
金
等
交
付
基
準
に
つ
い
て

補
助
金
は
、
公
益
上
必
要
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
交
付
で
き
る
も
の
で
あ
り
、

透
明
性
・
公
平
性
を
確
保
し
て
客
観
的

に
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、
松
前
町
補
助
金
等
交
付
基
準
を

次
の
３
つ
の
基
準
で
構
成
し
ま
す
。

○

補
助
対
象
と
な
る
事
業
の
基
準

○

補
助
事
業
の
効
果
に
基
づ
く
基
準

○

補
助
金
が
的
確
に
使
用
さ
れ
る
か

否
か
の
基
準

�

松
前
町
負
担
金
等
支
出
（
見
直
し
）

の
考
え
方
に
つ
い
て

負
担
金
は
、
共
同
で
事
務
処
理
を
行

う
の
に
要
し
た
経
費
を
負
担
す
る
も
の

で
あ
り
、
松
前
町
の
考
え
で
負
担
金
を

減
額
・
廃
止
す
る
こ
と
は
困
難
な
場
合

が
多
く
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
松
前
町
と
し
て
負
担
金
を

支
出
す
る
場
合
の
考
え
方
、
既
存
の
負

担
金
を
見
直
す
場
合
の
考
え
方
を
次
の

と
お
り
定
め
ま
す
。

○

負
担
が
公
益
上
必
要
で
あ
る
こ
と
。

○

負
担
の
目
的
が
社
会
情
勢
と
合
致

し
て
い
る
こ
と
。

○

負
担
先
の
会
計
処
理
及
び
使
途
が

適
正
で
あ
る
こ
と
。

○

負
担
金
の
額
が
効
果
に
対
し
て
適

正
で
あ
る
こ
と
。

○

目
的
が
同
一
、
類
似
の
も
の
は
、

統
合
を
図
る
こ
と
。

�

使
用
料
の
改
定
に
つ
い
て

使
用
料
は
、
体
育
館
、
文
化
セ
ン
タ
ー

な
ど
町
の
施
設
の
維
持
管
理
費
を
利
用

者
に
負
担
し
て
も
ら
う
も
の
で
あ
り
、

施
設
の
運
営
に
要
す
る
経
費
を
基
に
算

定
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
で
す
が
、

施
設
の
建
築
年
数
や
面
積
な
ど
に
よ
り

一
律
な
取
扱
い
は
困
難
な
た
め
、
施
設

ご
と
の
減
免
規
定
に
つ
い
て
統
一
的
な

基
準
を
定
め
見
直
す
こ
と
と
し
ま
す
。

�

手
数
料
の
改
定
に
つ
い
て

手
数
料
は
、
住
民
票
、
納
税
証
明
書

の
発
行
な
ど
特
定
の
方
に
提
供
す
る
サ
ー

ビ
ス
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
に
要

す
る
経
費
を
負
担
し
て
も
ら
う
も
の
で

あ
り
、
統
一
的
な
基
準
を
定
め
算
定
す

る
こ
と
と
し
ま
す
。

�

委
員
報
酬
に
つ
い
て

町
長
な
ど
の
給
料
、
議
会
議
員
及
び

委
員
な
ど
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
第
３

者
で
組
織
す
る
松
前
町
特
別
職
報
酬
等

審
議
会
に
諮
り
改
定
を
行
い
ま
す
。

�

松
前
町
の
職
員
数
及
び
給
与
に
つ
い
て

平
成
１２
年
度
と
平
成
１９
年
度
の
職
員
数

を
比
較
す
る
と
２１
人
（
２
３
９
人
↓

２
１
８
人
）、
８
・
８
％
削
減
し
て
い
ま

す
。
今
後
も
退
職
者
の
半
数
の
採
用
と

し
、
職
員
の
削
減
を
図
り
ま
す
。

２

推
進
期
間

第
６
次
松
前
町
行
政
改
革
大
綱
の
推
進
期

間
は
、
平
成
２０
年
度
か
ら
平
成
２２
年
度
ま
で

の
３
年
間
と
し
ま
す
。
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